
※ 　四捨五入の関係で整合しない数値があります。（以下の表において同じ。）

※1 　令和２年９月１日現在、指定を受けている県内の特別養護老人ホームの施設数及び定員数

※2 　令和元年１０月１日現在の６５歳以上の人口（三重県統計課調べ）
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圏　域
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①

25.7%

②構成比 ①/②

208

　 この調査は、当該指針の運用状況、入所申込者の状況等を把握することを目的として、

 　一方、特別養護老人ホームへの入所申込者は依然として多数に上っていることから、入

 県内の全ての特別養護老人ホームを対象に毎年実施しています。

施設数
構成比

（単位：箇所、人、％）

　　  令和２年９月１日

高齢者人口
千人当たり

定員数

65歳以上の高齢者人口

　 平成２７年４月には、特養への入所は原則要介護３以上となりましたが、要介護２以下

 の方でも特定の理由があれば入所できる特例入所について、指針の見直しを行いました。

（２）基準日　

（４）県内の特別養護老人ホームの設置状況

10,555

特別養護老人ホーム入所状況等調査の結果について（令和２年度）

（１）対　象　
　　  特別養護老人ホーム　全２０８施設

 ビスを受ける必要性が高い入所申込者を優先的に入所させる努力義務が課されました。

 入所基準策定指針」（以下単に「指針」という。）を策定し、入所申込者の「要介護度」

 等を点数化することにより、入所における透明性・公平性を確保すべく運用を図ってきま

 した。

 所申込者の実態を把握した上で、その解消に向けて取り組む必要があります。

令和3年3月

１　調査方法
　 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）については、平成１４年８月から、施設サー

 このため、県・市町・三重県老人福祉施設協会等との協働で「三重県特別養護老人ホーム

　 また、平成２０年９月には、施設利用者の重度者への重点化に対応するため、要介護度

 ４・５の者の点数を引き上げる等の見直しを行いました。

（３）調査内容
　  　①入所申込者調べ（令和２年９月１日現在）

 　 　②入所者調べ（令和元年９月１日から令和２年８月３１日まで）
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[年齢]

（２）入所申込者の年齢・性別

 　　なお、入所申込者の中には、今すぐに入所する必要はないが、将来のために予備的に

　 申込みを行っている方も含まれています。

6.2% 384

   （７５歳以上）の申込みが多くなっており、特に、８０歳以上の者の申込みが多く、

385 ▲ 1

北　　　勢

中勢伊賀

1,633

1,868

南勢志摩 2,183

26.4%

県　　　計

2,306

Ｒ１年度
入所申込者数
【追加調査後】

構成比

37.2% ▲ 123

1,70630.2%

6,192

①

Ｒ２年度
入所申込者数
【追加調査後】

▲ 185

▲ 471

　   県内の入所申込者の延べ人数は１３，５０４人ですが、一人で複数の施設に申込みを

前年度調
査との増減

　 付実績から、「入所申込者の生存状況」及び「特別養護老人ホームへの入所状況」を追

   加調査しました。

　 ５，７２１人となります。（令和元年度調査と比較すると、４７１人減少しています。）

   っています。

 　  この入所申込者数を令和元年度調査と比較すると、８５４人減少しています。

　 の管理が行われていない現状にあるため、市町と連携して、被保険者の管理台帳及び給

   する場合があるため、「名寄せ」を行ったところ、入所申込者数は７，０９８人とな

（１）入所申込者数

２　入所申込者調べの結果

　 入所順位名簿の見直しなどの運用を求めているものの、一部の施設において適正な名簿

東 紀 州

28

19

1.5%

163

570

119 418

92

1.9%

25.3%1,448

   ４，６４５人（８１．２％）となっています。

497 1,448

0.0%36.1%

北　　　勢

65歳以上
70歳未満

75歳以上
80歳未満

構成比

　 　この結果、既に「死亡している者」が６６４人、既に「特別養護老人ホームに入所

　 している者」が４５１人、「被保険者管理台帳に名前がない者（転出者、認定切れの

 　者等を含む。）」が２６２人いることが判明し、これらを除いた入所申込者数は

圏　域
区　分

100.0%

　　 以下、（２）から（８）については、追加調査後の数値を基に分析しました。

②

100.0% 5,721

計

　   また、一人当たり平均申込み施設数は、１．９施設となっています。

　　 さらに、指針においては、原則１年ごとの入所基準点数の見直しと原則６ヶ月ごとの

（単位：人、％）

②－①

5,721

 　  入所申込者の年齢については、前期高齢者（６５～７５歳未満）に比べて後期高齢者

80歳以上
85歳未満

83

27

63

圏　域
区　分

県　　　計
（構成比）

65歳未満

110

南勢志摩

東 紀 州 1 113

0 2,183

0

35

4 21

42

384

299172

207

0

585

37

081 255

10.0%

1,706

100.0%

397

5.5%

2,0651,5451,035313

27.0%

637

18.1%

▲ 16229.8%

（単位：人、％）

154

　   男女別では、女性の申込みが３，９４８人（６９．０％）となっています。

中勢伊賀

28

450

不明
70歳以上
75歳未満

0

38.2%

6.7%

85歳以上
90歳未満

90歳以上

777
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[性別] （単位：人、％）

（単位：人、％）

※その他には要支援、自立、不明を含みます。

5,721

計

1.4%

要介護1

19.6% 100.0%

1,448

1,706

193

東 紀 州

31.0%

284

要介護5 要介護2

北　　　勢

384

　 次いで、要介護４の１，７５７人（３０．７％）となっています。

698

　　 また、要介護２以下の軽度の者が、全体の１６．９％を占めています。

1,706

（３）入所申込者の介護度

0

37

169

100

443409

701

541320

32.8%

572

470 707

100東 紀 州

1,757

30.7%

343

159 36

97

63 2 38424

15

1,875

148

546

26134

6.0%

88

圏　域
区　分

県　　　計
（構成比）

中勢伊賀

北　　　勢

9.5%

267

1,120

要介護3要介護4

圏　域
区　分

南勢志摩 0

01,000

中勢伊賀

県　　　計
（構成比） 0.0%69.0%

527

2,183

80

その他

 　  入所申込者の介護度については、要介護３が１，８７５人（３２．８％）と最も多く、

1,773

448

100.0%

0

1,485

1,179 0

1,448

不明

3,948

計

5,721

女性男性

南勢志摩

2,183

男性
31.0%

女性
69.0%

性別

65歳未

満 1.5%
65歳以上

70歳未満
1.9% 70歳以上

75歳未満
5.5%

75歳以上

80歳未満
10.0%

80歳以上

85歳未満
18.1%85歳以上

90歳未満
27.0%

90歳以上
36.1%

不明 0.0%

年齢

要介護5
19.6%

要介護4
30.7%

要介護3
32.8%

要介護2
9.5%

要介護1
6.0%

その他
1.4%

要介護度
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（４）入所申込者の居住状況

（単位：人、％）

注１　「病院」欄には、病院のほか診療所や介護療養型医療施設も含まれています。

（５）居宅サービスの利用状況（自宅待機者）

（単位：人、％）

2,473

43.2%

圏　域
区　分

県　　　計
（構成比）

北　　　勢

中勢伊賀 762

南勢志摩

東 紀 州 4

36

計

1,448

41 2,183

13 384

8

1.3%5.8%

4 5,721

1.7% 100.0%

100

5.5%

316

220 53

13.1%

368 274

20.7%

671

35

15

200

2

その他
の施設等
（不明）

1,706

軽費老人
ホーム

58

1.0%

4 3820

119232 1

1

43 1622 6

749

0.1%

サービス
付高齢者
向け住宅

427

7.5%

251

57

2,4732771,730

0

6割以上

512

491

274

   利用上限単位数（平均）の「６割以上」が１，７３０人（７０．０％）と最も多く、
   次いで、「４割以上６割未満」の３５５人（１４．４％）となっています。

11.2%

355

4割未満 計
圏　域
区　分

4割以上
6割未満

14.4%

111

536

100.0%

502

　   なお、「４割未満」にはサービスを利用していない場合を含みます。

不明

南勢志摩

220

7

177

 　  （４）において「自宅」と回答した者のうち居宅サービスの利用状況については、

820

32

4.5%

老人保健
施設

病院
有料老人
ホーム

介護
医療院

東 紀 州 180

70.0%

21

県　　　計
（構成比）

北　　　勢

中勢伊賀 73

1491 91

69 87

61

84

671

自宅

   ７４９人（１３．１％）となっています。

　 　入所申込者の居住状況については、「自宅」が２，４７３人（４３．２％）と最も

   多く、次いで、「介護老人保健施設」が１，１８６人（２０．７％）、「病院」が

グループ
ホーム

820

25 762

712

126

77331

80

47

128

135

養護老人
ホーム

1,186

6割以上
70.0%

4割以上

6割未満
14.4%

4割未満
11.2%

不明 4.5%

居宅サービスの利用状況（自宅待機者）

自宅
43.2%

老人保健施

設
20.7%

病院
13.1%

医療

院
0.1%

GH
5.5% 有料

7.5%

サ高住
5.8%

養護
1.3%

軽費
1.0%

その他（不

明）
1.7%

※ 医療院：介護医療院

GH：グループホーム

有料：有料老人ホーム

サ高住：サービス付き高齢者向け住宅

養護：養護老人ホーム

軽費：軽費老人ホーム
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（６）入所申込者の家族状況（自宅待機者）

（単位：人、％）

注１　「高齢者のみの世帯等」には、「介護者が虚弱等」を含みます。

注２　「介護者が就業中の世帯等」には、「複数の人を介護している等」を

含みます。

　指針においては、「要介護度」等を点数化し、その点数が８０点以上の場合は入所順位を上位として順位付けることとしています。指針で定めた点数を当てはめると、「７０～８０点未満」が４，２２２人（●％）と最も多く、「８０～９０点未満」「９０～１００点未満」「１００点」を合わせると、５，３０２人（●％）となっています。

（単位：人、％）

　　　なお、「自宅」で待機されている方１，２６６人には、入所が可能となっても、
　　今すぐの入所を必要としていないことなどを理由に入所を断った方等が５９３人含
　　まれています。

354

50点以上
60点未満

70点以上
80点未満

60点以上
70点未満

13.4%

121

80点以上
90点未満

379

232

240 767

23

   「８０～９０点未満」が１，４３０人（２５．０％）と最も多く、「８０～９０点未満」

100.0%36.3% 1.5%

   「病院」３２７人（１２．５％）となっています。

1,428

94

66

7629

南勢志摩

52

1,430

97

219

中勢伊賀

502

200

2

計

4.2%

圏　域
区　分

90点以上
100点未満

16.7% 25.0%

50点
未満

　   （４）において「自宅」と回答した者の家族状況については、「高齢者のみの

67119

圏　域
区　分

単身世帯
高齢者の
みの世帯

等

介護者が
就業中の
世帯等

左記以外
（不明を含

む）

7

49

100点

38.7%

2,473958 897

計

37

   世帯等」が９５８人（３８．７％）、次いで「介護者が就業中の世帯等」が

192

23.5%

581

北　　　勢 118

県　　　計
（構成比）

　 ８９７人（３６．３％）となっています。

81

405

353

　 （４８．２％）が最も多く、次いで「介護老人保健施設」４４０人（１６．８％）、

東 紀 州

324

　  　また、「８０点以上」の者の居住状況については、 「自宅」が１，２６６人

66

33099

1,70694

523

216

1,448143

5,721

9.1% 6.6% 100.0%

326 235

 　となっています。

東 紀 州

　   指針においては、「要介護度」等を点数化し、その点数が８０点以上の場合は点数の

336 820南勢志摩 180

中勢伊賀

13

県　　　計
（構成比）

北　　　勢

480

27

302 145

954

25.0%

127

（７）指針に定めた入所基準点数の状況

91

2,183

384

274

220

   「９０点～１００点未満」「１００点」を合わせた数字は、２，６２４人（４５．９％）

61

260

297

573

   高い者を上位として順位付けることとしています。指針で定めた点数を当てはめると、

単身世帯
23.5%

高齢者の

みの世帯

等 38.7%

介護者が

就業中の

世帯等
36.3%

左記以外

（不明を含

む） 1.5%

家族状況（自宅待機者）

100点 4.2%

90点以上

100点未満
16.7%

80点以上

90点未満
25.0%

70点以上

80点未満
25.0%

60点以上

70点未満
13.4%

50点以上

60点未満
9.1%

50点

未満 6.6%

入所基準点数
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（単位：人、％）

注１　「病院」欄には、病院のほか診療所や介護療養型医療施設も含まれています。

（８）特例入所の状況

次いで介護者の状況５７人（５８．２％）となっています。

（単位：人）

注１　理由は、一人につき複数個ある場合があります。

9

計

2,624

100.0%

625

870

　なお、理由については、一人で複数ある場合があります。

44

80点以上の者の居住状況

軽費老人
ホーム

21

0.8%

2

11

東 紀 州

特例入所の申込みを行った主な理由

931

その他

12

0.5%

0 0

130

中勢伊賀

14
南勢志摩 30 14 1 2 21
東 紀 州 25 20

7 5 2 0 5
北　　　勢 36 24 0 0 17

58.2%

7

1

介護者の
状況

認知症
障がい者

等

106 93 15

県　　　計
（構成比）

98 63 3 2 57

100.0% 64.3% 3.1% 2.0%

　方が申込みをしています。 主な理由は、認知症が６３人（６４．３％）と最も多く、

18 0 198

圏　域
区　分

申込者 虐待

2 325

43 8

　 　要介護２以下の方でも、特定の理由があれば入所できる特例入所により、９８人の

2

1

南勢志摩 388 171 98

中勢伊賀 424 159

サービス
付高齢者
向け住宅

有料老人
ホーム

グループ
ホーム

病院

440 327 119 2083

圏　域
区　分

養護老人
ホーム

11 8

県　　　計
（構成比）

191

自宅

12.5%

老人保健
施設

1

371,266

7.3% 1.4%16.8%

85 81 29 11

0.1%

北　　　勢 324 37

48.2% 4.5% 7.9%

130 35 57

53

2

0

0

介護
医療院

認知症

55.9％

障がい者等
4.8%

虐待
0.5%

介護者の状況
50.5%

認知症

障がい者等

虐待

介護者の状況

特例入所申込の状況（理由）

自宅
48.2%

老人保

健施設
16.8%

病院
12.5%

医療院
0.1%

GH
4.5%

有料
7.9%

サ高住
7.3%

養護
1.4%

軽費
0.8%

その他
0.5%

※ 医療院：介護医療院

GH：グループホーム

有料：有料老人ホーム

サ高住：サービス付き高齢者向け住宅

養護：養護老人ホーム

軽費：軽費老人ホーム
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3,182

3

0

1

0

0

4

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

計

795

1568

795

20

4

不明

介護度 入所者数
うち、

措置入所

Ｒ２入所者数介護度別内訳

要介護５

（単位：人）

（令和２年度）

県　計　①

圏　域
区　分

入 所 者 数
うち、措 置 入 所

構成比

3,182 4 0.1%

令和元年度
からの増減
（①－②）

141 ▲ 8

（令和元年度）
3,041 12 0.4%

県　計　②

（単位：人、％）

 　２０８施設からの報告を積み上げると１年間の入所者数は３，１８２人であり、そのう

 ち、行政による「措置入所」が４人となっています。

 ています。

３　入所者調べの結果（Ｒ１．９．１～Ｒ２．８．３１の入所状況）

 　なお、令和元年度の入所者数３，０４１人と比べると、令和２年度は１４１人増加し

0 0

（6.5%）（4.2%）（2.9%）（2.9%）
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（参考）

項目
入所基準

点数

要介護５ 40

要介護４ 40

要介護３ 20

要介護２ 10

要介護１ 5

認知症
認知症による不適応行動
あり（要介護１～３の場合
のみ加算）

10

６割以上 30

４割以上６割未満 20

４割未満 10

20

30

20

10

三重県特別養護老人ホーム入所基準策定指針に定める
入所基準点数の算定方法

②特養以外の指針に定める施設に入所（入院）

本人の状況

単身世帯

調査結果

　要介護度など３項目を点数化し、最高は１００点としています。

　例えば、「要介護５」、「在宅で居宅サービス利用割合６割」、「単身世帯」の

場合は、１００点となります。

家族等介護者の状
況

①要介護１～５の利用上限単位数平
均に対する居宅サービス利用割合

介護の必要性
（①、②のいずれ

か）

要介護度

高齢者世帯、介護者が虚弱等

介護者が就業中・複数の人を介護している等
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